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注認ｌｉＩｌﾐ冊)jの聯lは、導入した環境マネジメントシステムの内容について館三行の認jl1;を受けている場合にのみ,iid人してください。

～亮＝

(宛先）】(都府知事 平成24年１１］１４１１

(i言所（法人にあっては、ｉﾐたる事務所の所在地）

京都府宇粭市槇島Ｈ１｢１１川100瀞地

氏名（法人にあっては、名称及び代表Tlfの氏名）

山uMi製バン株式会社」j(都'て場

[場艮島田九,Ｉｉｋ

環境マネジメン卜システムの名称
環境批進会鐡

適）|｝範llH
環境管Fl1システム導入範ｌ１Ｈ

山崎製パン(槻京都［場・久御山事業所・綾部支Iﾘ『

導入年１１’１ 平成１７年Ｉ１ｊｌ５１１

認証番ｌｊ

基本万２１

私達は、'１ｉ産・販売活動の命ての1ｍにおいて「地球にやさしいｒ場運↑:↑」を蕊本剛念とし
て 従事する‐人一人が地球環境問題の重要性をF11解し、行動します。

環境に配慮した事業活動をｒ１ｉﾐ的に進めていくための'１標（以「「１１
標」という。）

山崎製パン㈱京都１２場（以卜当１２場という）の事業活動が環境にﾉjえる影騨を的確考噛
し、環境管Ｈ１1活動の継続的改祷及び環境汚染のｒ防を図ります。

当［場の事)jl:活動にかかわる環境関係法規及び当１:場が|可意するその他の要求事項を通〈]：
します。

当［場の'1ﾐ従業貝に環境教行を実施し、環境力針を周知致します。

１１標を達成するための収細の内容

環境に配随し、￣F記のilI点実施項１１に取り細みます。

（１）廃棄物の削減及びリサイクルを推進します。
(2)省エネルギー、省資源に取り組みます。
(3)大気汚染の防止に取I)組みます。
(4)物流の効率化によ{〕、燃料消費のi1jlI減に努めます。
(5)製品の開発にあたっては、常に環境に配慮します。

１１標を達成するための取組の進捗状ルヒ

（１）廃棄物のIuiﾘ減、リサイクルの推進

．［場からｌｌｌる全廃棄物の１１tをIiii年比５％iIiﾘ減
・リサイクル率をｉｉｉ年比５％１句'二

(2)省エネルギーの推進

･都市ガスの使)Ｉ１ｈｌを''2産１１:ljlHi単位でIiii年比１％riﾘ減
･電気の使１N瞳を''１産I(柵(単位でliii年比１％iliIl減
･水の使用壁を'1皇産,l`ili〔単位で前年比１％i1iI減
・’１〔lI11i燃料の使１１１１，１をIiii年比２％削減

目標を達成するための取糾の成果及び当該成果に対する評価

１１１１１１１の環境推進会離にて、各環境管理項１１．１１標についての絲過、

発表、群議。また伽]、事Ｉｉｉに事務局員の打ち合わせを実施し、碩点
取り組み状況などを

１１標を決定。会議資
料については、各部署に画別』し取|〕組みの成果について、課員への周知徹底を図る゜ま
た、杵家活動として、資料の掴,l〈、構内放送、アンケートの実施などを↑ｊう。

事驚活ｌｉｌｌに係るｕｉ令の遵‘.)§の状況

当|弓場が事漿活動に当たって遵（]:しなければならない環境関連法規、条例及びその他の規
制を!'靭l1し「環境関連法規対応状ﾙﾋｰ覧」に登録。

事務ﾙｳは環境関連法規等のＩｌｉＩ疋・改''三の情報を収集し、環境関連法規等のＡ１新版を保管す
る。

事紡肋は、当｜:場が改I［・llilI正のあった環境関連法規の適111を受けるか行かを確認し、適
111を受ける場合は「環境関連法規対応状況一覧」を改定し、各課に配布する。
事務Ｍは、当｜己場の環境管FI1Lnllの兇l嵐しを行った場合、週１１１法規制の確認を↑ｊう゜

環境マネジメントシステムの計ililli及び）,１１１１〔しの内容

年11111の環境｢１ｉ三監行マニュアルに11りった｢１i三監介を実施し、［場の活動が、環境推進会

議活動の為に,il1IIliさｵ1た収'〕決めに適合しているかどうか、又適切に実施さオl維持さｵ1て
いるかをiiWiIliする。

|:場及は、ilf年１１１１に環境挑進会議の取I〕組み状ﾙﾋを評価し、令般的な),111''〔しを実施
し、必典な指,l〈を↑ｊう。（「ｌｉﾐ環境監介の結果、環境方針、環境||的・’１標の達成状＃｡、
１１１〔i法ｌｊｌ:の評ＩｉⅡi結果、イ〈適合の足１１ﾐ処置及び予防処置に関する情報、法規Ilill等のilill雄又は改
11：、ドリ害関係Tlfの期待及びルk事ｊＩｉの変化、［場の活動及び製品の変化、科学ﾉM(び技術の
進歩）


